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重要事項説明書（短期入所） 

１． 事業所の概要 

事  業  所  名 医療法人泉心会 介護老人保健施設大地 

所   在   地 神奈川県大和市中央林間 9 丁目 31－20 

介護保険事業所番号 １４５３０８００３３号 

管 理 者 及 び 連 絡 先 
施設長 富田 晃史 

神奈川県大和市中央林間9丁目31－20  Tel :０４６－２７８－２５００ 

２． 事業所の職員体制等 

職   種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類、業務 人   員 

管 理 者 施設運営、管理全般  1 名 

医 師 医療、健康管理 1 名以上 

薬 剤 師 薬剤管理 0.4 名以上 

看 護 師 医療補助  10 名以上 

介 護 職 員 入浴・排泄介助等、日常生活介助  25 名以上 

支 援 相 談 員 入退所相談  1 名以上 

理 学 療 法 士 リハビリ訓練  1 名以上 

作 業 療 法 士 作業訓練 1 名以上 

言 語 聴 覚 士 言語聴覚訓練 0.5 名以上 

管 理 栄 養 士 献立、栄養管理、嗜好調査  1 名以上 

介 護 支 援 専 門 員 介護サービス計画作成、苦情相談  1 名以上 

事務その他の従業者 施設運営、請求、運転等  6 名以上 

３．施設の概要 

区   分 数量・規模 備   考 

入所定員 １００名 短期入所については空床利用 

居  室 

４人部屋 
22 室(１室 33.99 ㎡

～36.52 ㎡) 

 

 

絵画・特別照明器具・空気清浄機 

テレビ・冷蔵庫・ソファー・テーブル 
特別室 

12 室(１室 10.46 ㎡

～15.35 ㎡) 

食  堂 各階 200.05 ㎡ テーブル・椅子 

機能訓練室 １F 132.75 ㎡ 平行棒・歩行訓練用階段・ﾏｯﾄ訓練台等 

浴   室 １F 38.99 ㎡・２F 71.15 ㎡ 一般浴槽（大浴槽）・特別浴槽・小浴槽 

便   所 １F・２F 131.21 ㎡ 緊急用ブザー 

洗 面 所 各療養室設置 洗面台・鏡 

談話スペース 57.27 ㎡ テーブル・椅子・テレビ 

家族相談室 １F 37.00 ㎡ テーブル・椅子 

ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾙｰﾑ 50.03 ㎡ テーブル・椅子・テレビ・ピアノ 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾙｰﾑ 10.88 ㎡ 机・椅子・ロッカー 

診 察 室 １F 21.00 ㎡ 机・椅子・診察台・血圧計・体重計等 
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４．サービス内容 

  ① 食 事      朝食  ８：００～ ９：００ 

             昼食 １２：００～１３：００ 

             夕食 １８：００～１９：００ 

② 介 護      着替え介助、排泄介助、おむつ交換、体位交換、施設内移動の付添い、   

           レクリエーション等。      

③ 入 浴      週２回の入浴。一般浴または特別浴を基本としますが、身体の状況に 

           より清拭となる場合があります。 

④ 機能訓練     機能訓練室にて利用者の状況に応じ、機能訓練を行います。 

⑤ 理容・美容    月に２回、理容・美容サービスを希望により実施しております。 

           （料金は自己負担となります） 

５．利用者負担 

  ① 利用者の方からいただく利用者負担金は、別紙の表のとおりです。この金額は、次の２種

類に分かれます。なお、２）の費用が必要となる場合には、事前に詳細を説明の上、利用

者の同意を得なければならないこととされています。疑問点等があれば、お尋ね下さい。  

１） 介護報酬にかかる利用者負担金 …別途、料金表を添付いたします。 

２） その他の日常生活に係る費用等 …別途、料金表を添付いたします。 

②  ご請求およびお支払い 

 ＜利用料の算定・請求書の発行＞・短期入所終了時に算定し、翌月 10 日前後に請求書をお送り

いたします。 

＜支払い＞・口座引き落とし、また指定口座へのお振込みでのご精算となります。（入所の際に

その旨受付事務室までお申し出下さい。書類をお渡しいたします。） 

６．当施設の理念及び方針等 

本人のＱＯＬ（生活の質）の向上および自立を支援し、家庭への復帰を目指します。それ

ぞれの人間性を尊重し公平・平等のもとに利用者の立場に立って支援を図ります。明るく

家庭的な雰囲気で「夢」・「希望」・「安心」が持てるようなサービスを提供し、地域社会に

親しまれ、家庭との結び付きを大切にした運営を図ります。 

７．サービス利用について 

  １） 当施設は在宅生活の向上を目指し、機能訓練、日常生活訓練を行うことを目的としてい

ます。 

  ２） 当施設は介護保険上での利用対象となる施設です。要支援以上の認定を受けた方が短期

入所利用同意書を提出した時から、ご利用対象となります。 

  ３） 短期入所療養介護は、利用者と契約しているケアマネージャーの作成するケアプランを

基に実施いたします。 

  ４） 利用者及び扶養者は、当施設に対し利用中止の意思表明をすることにより、本説明書に

基づく短期入所利用を解除・終了することができます。 

  ５） 当施設は、利用者及び扶養者に対し、次に掲げる場合には、利用を解除・終了すること

ができます。 

    Ⅰ 利用者が、要介護認定において自立と認定された場合 
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    Ⅱ 利用者の居宅サービス計画が作成されている場合には、その計画で定められた当該利

用日数を満了した場合 

Ⅲ 利用者の病状、心身状態等が著しく悪化し、当施設での適切な介護保健施設サービス

の提供を超えると判断された場合 

    Ⅳ 利用者および扶養者が、本説明書に定める利用料を１ヶ月以上滞納し、その支払いを 

      督促したにも関わらず、１０日以内に支払われない場合 

    Ⅴ 利用者が、当施設、当施設の職員または他の利用者に対して、利用継続が困難となる 

      程度の背信行為または反社会的行為（暴力や器物破損等の迷惑行為）をした場合 

    Ⅵ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により、当施設を利用させ

ることができない場合                                

６）  介護老人保健施設は入院の必要のない程度の要介護者を対象としていますが、医師・看 

 護職員が常勤していますので、利用者の状態に照らして適切な医療看護を行ないます。 

７）  利用者の方々の安全には十分配慮していますが、職員の目の届かない場所での転倒等、  

   避けられない事故が発生することや、入所時の健康状態に問題がなくても急変する可能

性があります。その場合、かかりつけの医療機関、協力病院等の医療機関に連絡・搬送

し、治療が受けられるようにいたします。 

８） 介護保険の制度上、当施設短期入所中に入院となった場合には、入院時をもって当施設

は退所になります。 

９） 利用期間が長期に及んだ場合、診療情報提供書等を改めて提出していただくことがあり

ます。 

10） 当施設利用中に介護度の変化があった場合は、必ずお知らせ下さい。 

11） 短期入所療養介護を利用される際、薬を必要数ご持参下さい。（代理受診であっても、

短期入所中の投薬受診が不可となっています）身体の状況が変化したり、薬に変更・追

加があった場合は、必ずお知らせ下さい。 

12） 当施設では、通帳等の貴重品はお預かりしないことになっています。また、安全管理上

居室で貴重品を所持することは原則的に認めておりませんが、一般棟入所者で自己管理

が可能な方のみ、電子機器の持ち込みを認めております。但し、施設側からの使用遵守

事項にご理解頂けない場合には、持ち込みを禁止とさせて頂きます。また、紛失・破損

等のトラブルについては、施設として責任を持ちません。 

13） 当施設短期入所中には、現金を必要としません。 

14） 所持品には、氏名をご記入いただき、本人、家族、施設の職員で所持品の種類と数の確

認を行った上で、確認書を作成しています。それ以外に申告なしに持ち込まれた物品や

氏名が記入されていない物品については、施設として責任を持ちません。  

15） 当施設では、衛生管理や食べ物による窒息事故が想定されますので、食べ物の持ち込み

は原則的に認めておりません。 

16） 当施設短期入所中、暴力傷害行為や器物破損行為、また他の利用者及び施設への迷惑行

為が見られる場合には、退所となることがありますのでご了承下さい。 

17） 当施設は、利用者の介護保険施設サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利

用終了後最低２年間保管します。 

18） 当施設は、利用者が前項の記録の閲覧、謄写を求めた場合には、原則としてこれに応じ

ます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含む）に対しては、利用者の承諾そ
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の他必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

19） 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがあ

る場合等、緊急やむを得ない場合は施設管理者又は施設長が判断し、身体的拘束及び利

用者の行動を制限することがあります。この場合には、利用者の様態及び時間、利用者

の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとし、拘束に関する

同意書を利用者及び扶養者からいただきます。 

20） 当施設は短期入所前に申告された本人の状態に応じて入所していただく棟が決定されま

す。但し、入所後実際に本人の状態を見た上で、より適切な介護ができる棟へ移動する

ことがあります。 

21） 当施設とその職員は、業務上知り得た利用者または扶養者、若しくはその家族等に関す

る秘密を正当な理由無く第三者に漏らしません。但し、次の各号についての情報提供に

ついては、当施設は利用者及び扶養者から、事前に文書を作成し同意を得た上で行うこ

ととします。 

  Ⅰ 介護保険サービスを利用するための市町村、居宅介護支援事業者、その他の介護保険

事業者への情報提供、必要と認められ医療機関への療養情報の提供 

  Ⅱ 介護保険サービスの質的向上を図るための学会及び研究会等での事例研究発表。この

場合、利用者個人を特定できないよう仮名等を使用することを厳守します。 

22） 当施設は、1 階 2 階ともに一般棟です。入所前に申告された本人の状態に応じて入所し

ていただく階が決定されます。但し、入所後実際に本人の状態を見た上で、階が移動す

ることがあります。 

23） 前項に挙げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします。 

 

８．協力病院等 

  １）協力病院 

名 称 

所 在 地 

連 絡 先 

医療法人社団一成会 たちばな台病院 

神奈川県横浜市青葉区たちばな台２－２－１ 

０４５－９６２－３３３８ 

名 称 

所 在 地 

連 絡 先 

社会医療法人三栄会 中央林間病院 

神奈川県大和市中央林間４－１４－１８ 

０４６－２７５－０１１０ 

名 称 

所 在 地 

連   絡  先 

医療法人泉心会 宮崎クリニック 

神奈川県相模原市南区古淵３－１８－１３ 

０４２－７９５－２６１０ 

協力歯科病院 

所 在 地 

連  絡  先 

医療法人社団あさがお会 あさがお歯科 

東京都町田市森野２－８－１０ 

０４２－７２４－２２２７             

９．非常災害対策 

※ 飲料水等について３６ｔを水槽に貯蓄してあります。非常食について３日分を備蓄してあり 

ます。地震・災害等に対し、年に２回以上の避難・通報・消火訓練を実施します。 
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１０．相談窓口・苦情対応 

  １） サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。 

当施設ご利用者相談窓口 

電話番号：０４６－２７８－２５００ 

責 任 者：介護支援専門員 

対応時間：（月・火・水・木・金・土・日） ９：００～１７：００ 

     ※ ご意見箱への投函も可能です。 

２） 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

大和市役所介護保険課 

所 在 地：大和市下鶴間１－１－１ 

電話番号：０４６－２６０－５１７０ 

対応時間：平日（月～金） ８：３０～１７：００ 

相模原市役所介護保険課 

所 在 地：相模原市中央区中央２－１１－１５ 

電話番号：０４２－７６９－８３２１ 

対応時間：平日（月～金） ９：００～１７：００ 

座間市役所介護保険課 

所 在 地：座間市緑ヶ丘１－１－１ 

電話番号：０４６－２５２－７７１９ 

対応時間：平日（月～金） ８：３０～１７：１５ 

町田市役所介護保険課 

所 在 地：町田市森野２－２－２２ 

電話番号：０４２－７２２－３１１１（代） 

対応時間：平日（月～金） ８：３０～１７：００ 

神奈川県国民健康保険 

団体連合会 

所 在 地：横浜市西区楠町２７番１ 

電話番号：０４５－３２９－３４４７ 

対応時間：平日（月～金） ８：３０～１７：１５ 

３） サービスの提供に伴い、当施設の責に帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、

当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。 

４） サービスの提供に伴い、利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、 

当施設は、利用者に対して損害を請求するものとします。 

  ５） 本説明書にさだめられていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところによ

り、利用者又は扶養者と当施設が誠意を持って協議して定めることとします。 

５） サービスの提供に伴い、当施設の責に帰すべき事由によって利用者が損害を被った場合、

当施設は、利用者に対して損害を賠償するものとします。 

６） サービスの提供に伴い、利用者の責に帰すべき事由によって当施設が損害を被った場合、 

当施設は、利用者に対して損害を請求するものとします。 

  5） 本説明書に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、

利用者又は扶養者と当施設が誠意を持って協議して定めることとします。 
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１１．当法人の概要 

法 人 の 名 称 医療法人泉心会 

代 表 者 名 宮崎 雄一郎 

所 在 地 神奈川県相模原市古淵３－１８－１３ 

電 話 番 号 ０４２－７４３－８１２１ 

業 務 の 内 容 

・宮崎クリニック  

・介護老人保健施設 大地  

・グループホーム おらんち  

 

事 業 所 数 3 事業 

１２．緊急時の対応方法 

・サービス提供にあたり、事故・体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づき、

家族、主治医、緊急機関等に連絡します。  

医療機関等 
主治医等の氏名： 

連絡先： 

緊急連絡先 

 

 

1 

氏 名： 

連絡先住所： 

℡： 

  

勤務先：              所属部署： 

勤務先住所： 

℡： 

 

緊急連絡先 

 

 

2 

氏 名： 

連絡先住所： 

℡： 

  勤務先：              所属部署： 

勤務先住所： 

℡： 

【説明確認欄】 

 

 サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項を説明しました。 

       令和   年   月   日 

                         事業者：介護老人保健施設 大地 

 

説明者               印                                                         

 

 サービス契約の締結に当たり、上記のとおり交付・説明を受け同意致しました。 

       令和   年   月   日 

                       利用者氏名             印  

 


